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年金加入記録

ご利用者本人様のこれまでの年金加入履歴・加入期間が
加入制度ごとに一覧形式で表示されます。

❶

❷

❸

❶ 作成年月日は、年金記録電子交付依頼を受け、年金システ
ムからデータを出力した日となっています。

❷ （３）至年月欄は、退職した日が表示されます。
現在在職中の方は、作成年月日時点で当共済組合の年金シス
テムが保持している組合員期間の直近の月末になっています。

❸ 船員であった期間がある場合は、合計欄には、割増しされた
月数が加算されて表示されます。

用語の説明

加入制度

ご本人様がこれまで加入していた年金制度を表しています。加入制度には、地方
公務員、国家公務員等の区別なく、「公務員共済組合」と表示しています。



年金見込額

❷

❶
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❹

ご利用者本人様の公務員共済期間に係る公的年金の見込
額を表示しています。

作成年月日は、年金記録電子交付依頼を受け、年金システム
からデータを出力した日となっています。

これまでの加入実績を基にした試算結果を表示しています。

６０歳未満の組合員の方は、６０歳まで組合員であると仮定し
た試算結果を表示しています。

年金額の算定式は、年金受給開始時点の計算式を表示しています。

❶

❷

❸

❹



厚生年金に加入していた人が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし
たときに、65歳から老齢基礎年金に上乗せして受ける年金です。年金
額は、「平均標準報酬月額×給付乗率×加入月数」で計算されます。

用語の説明

老齢厚生年金

経過的加算部分

特別支給の老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分を合算して計算
します。65歳以降の老齢厚生年金は、それまでの定額部分が老齢基礎
年金に、報酬比例部分が老齢厚生年金に相当します。しかし、当分の
間は老齢基礎年金の額より定額部分の額のほうが多いため、65歳以降
の老齢厚生年金には定額部分から老齢基礎年金を引いた額が加算され
ます。これを経過的加算といいます。

平成27年9月までの組合員期間がある方については、経過措置として、
その期間に応じた職域部分の年金が、経過的職域加算として支給され
ます。

経過的職域加算
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老齢基礎年金

国民年金に原則として10年以上加入した人が65歳から受ける、全国
民に共通した年金です。年金額は40年加入した場合が満額となり、加
入年数がそれに満たない場合は、その期間に応じて減額されます。

平均標準報酬月額／平均標準報酬額

平均標準報酬月額とは、「被保険者であった期間の標準報酬月額の合
計」を「被保険者であった期間の月数」で割った額で、年金額の計算
の基礎となるものです。平均標準報酬月額の算出に当たっては、過去
の標準報酬月額については、現在の価値に換算するため、実際の標準
報酬月額に再評価率をかけて計算しています。
なお、平成15年4月の総報酬制導入以後の期間は、過去の標準報酬月
額と賞与を合算した額となり、「平均標準報酬額」と呼ばれます。

支給開始年齢

老齢厚生年金、および老齢基礎年金の支給開始年齢をあらわしていま
す。老齢厚生年金および老齢基礎年金は、法律上65歳から支給開始と
なります。



保険料納付額

ご利用者本人様の対象年度内の前年度の保険料納付済額
が一覧形式で表示されます。

❶

❷

❸

作成年月日は、年金記録電子交付依頼を受け、年金システムか
らデータを出力した日となっています。

標準報酬月額に対する保険料納付額を表示しています。

標準賞与額に対する保険料納付額を表示しています。

❶

❷

❸

❹

❹ 保険料納付額は、標準報酬月額もしくは標準賞与額に掛金率お
よび月数を乗じています。

用語の説明

標準報酬月額（保険料納付済額）

報酬とは、基本給のほか役付手当、通勤手当、残業手当などの各種手当を
加えたもので、臨時に支払われるものや3ヶ月を超える期間ごとに受ける
賞与等を除いたものをいいます。報酬月額を1等級（8万8千円）から32等
級（65万円）までの32等級に分け、その等級に該当する金額を標準報酬
月額といいます。標準報酬月額は原則として年に一度見直されます。



標準賞与額

賞与とは、いかなる名称であるかを問わず、労働の対価として受ける
すべてのもののうち、3ヶ月を超える期間ごとに受けるもののことをい
います。その月に支払われた賞与額の1,000円未満を切り捨てた額を標
準賞与額とします。支給１回につき、標準賞与額の上限は150万円です。

保険料納付額

標準報酬月額をもとにした保険料納付額は、保険料率を乗じた上で、
円位未満を切り捨て、月数を乗じた額です。また、標準賞与額をもと
にした保険料納付額は、標準賞与額に保険料率を乗じて、円位未満を
切り捨てた額です。
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標準報酬月額等の記録

ご利用者本人様のこれまでの標準報酬月額および標準報
酬賞与額が一覧形式で表示されます。

❶ 作成年月日は、年金記録電子交付依頼を受け、年金システ
ムからデータを出力した日となっています。

❷ 対象の標準報酬月額および標準賞与額が最高限度額または
最低限度額に該当する場合、金額の後ろに「＊」が付加さ
れます。

❸

昭和５６年４月以降、平成２７年９月までの標準報酬月額に
ついては、給料月額に手当率1.25（特別職は1.00）を乗じて
得た額を表示しています。

❶

❷ ❸ ❹ ❺

❹

❺

昭和５６年４月以降、平成２７年９月までについては、（ ）
内に給料の月額を併記しています。

平成２７年９月までの標準賞与額には、平成１５年４月以降
の期末手当等の額（千円未満切捨て）を表示しています。



給付算定基礎額残高

ご利用者本人様の過去１年間の給付算定基礎額残高の
履歴が、入金期月ごとに一覧形式で表示されます。

❶ 作成年月日は、年金記録電子交付依頼を受け、年金システムからデータを出
力した日となっています。

❷ 標準報酬月額は、同月に受けた期末手当等の額を含みます。

❸ 付与額は、標準報酬月額に対して下表の付与率を適用したもの、利息は、付
与額と前月の給付算定基礎額残高に対し下表の基準利率を適用したものとな
ります。

❶

❺

給付算定基礎額は、前月までの給付算定基礎額残高は、前月までの給付算定
基礎額残高に対して、付与額および利息を加えたものです。

付与額及び利息を算出するための付与率および基準利率を表しています。

❹

❺

❷
❸ ❹



用語の説明

標準報酬月額（給付算定基礎額残高履歴）

報酬とは、基本給のほか役付手当、通勤手当、残業手当などの各種
手当を加えたもので、臨時に支払われるものや3ヶ月を超える期間
ごとに受ける賞与等を除いたものをいいます。報酬月額を1等級（8
万8千円）から32等級（65万円）までの32等級に分け、その等級に
該当する金額を標準報酬月額といいます。標準報酬月額は原則とし
て年に一度見直されます。
なお、給付算定基礎残高履歴における標準報酬月額は、同月に受け
た期末手当等の額を含みます。

付与額

標準報酬月額に対して、付与率を適用して得た額です。

利息

前月の給付算定基礎額残高および当月の付与額に対して、基準利率
を適用して得た額です。

付与率

前月までの給付算定基礎額残高に対して、付与額および利息を加え
たものです。

基準利率

給付算定基礎額のうち、付与額を求めるための率です。

給付算定基礎額残高

前月までの給付算定基礎額残高に対して、付与額および利息を加え
たものです。
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